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日
曜
朝
市

□問
 

農
業
振
興
課
11
７
２
４
・
２
１
６
６

○
日
時　

８
月
３
日（
日
）午
前
７
時
〜
８
時

夏
野
菜
が

　

平
成　

年
１
月
１
日
に
存
在
す

２０

る
専
用
住
宅
（
賃
貸
住
宅
を
除

く
）
ま
た
は
居
住
床
面
積
が
２
分

の
１
以
上
の
併
用
住
宅
で
、
平
成

　

年
４
月
１
日
か
ら
平
成　

年
３

２０

２２

月　

日
ま
で
の
間
に
、
工
事
費　

３１

３０

万
円
以
上
で
省
エ
ネ
改
修
工
事
を

行
っ
た
場
合
、
申
告
に
よ
り
１
戸

当
た
り
床
面
積
１
２
０
㎡
相
当
分

を
上
限
と
し
て
、
固
定
資
産
税
額

を
改
修
工
事
完
了
の
翌
年
度
分
に

限
り
、
３
分
の
１
減
額
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
工
事
は
、
①
窓
の

断
熱
改
修
工
事
②
床
の
断
熱
改
修

工
事
③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事
④

省
エ
ネ
改
修
促
進
税
制

創

設

し

ま

し

た

壁
の
断
熱
改
修
工
事
で
す
。

※
②
か
ら
④
ま
で
の
工
事
は
、
①

の
窓
の
改
修
工
事
と
併
せ
て
行
う

工
事
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

申
告
は
、
建
築
士
、
指
定
確
認

検
査
機
関
ま
た
は
登
録
住
宅
性
能

評
価
機
関
が
発
行
し
た
証
明
書
、

工
事
領
収
書
の
写
し
、
納
税
義
務

者
の
住
民
票
の
写
し
及
び
平
面
図

を
添
付
し
、
改
修
後
３
か
月
以
内

に
資
産
税
課
ま
で
お
願
い
し
ま

す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
資
産
税
課

（
11
７
２
４
・
２
１
１
８
）
へ
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
①
ポ
イ
ン
ト
方
式
（
家
族
向
の

み
）
ひ
と
り
親
世
帯
・
高
齢
者
世

帯
・
心
身
障
が
い
者
世
帯
・
多
子

世
帯
・
特
に
所
得
の
低
い
世
帯
・

車
い
す
使
用
者
世
帯
向
②
単
身
者

向
③
単
身
者
用
車
い
す
使
用
者
向

④
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
（
単
身
者
向
・

２
人
世
帯
向
）
⑤
事
業
再
建
者
向

定
期
使
用
住
宅
】

※
募
集
ご
と
に
入
居
資
格
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
募
集
案
内

で
ご
確
認
下
さ
い
。

○
募
集
案
内
の
配
布
期
間　

８
月

４
日
（
月
）
〜　

日
（
水
）

１３

○
募
集
案
内
の
配
布
場
所　

住
宅

課
（
市
役
所
中
町
第
三
庁
舎
１

階
）
、
市
役
所
本
庁
舎
市
民
相
談

室
前
、
「
市
政
情
報
や
ま
び
こ
」

（
市
役
所
中
町
分
庁
舎
１
階
）
、

各
市
民
セ
ン
タ
ー
、
市
民
課
駅
前

連
絡
所
、
木
曽
山
崎
・
玉
川
学
園

文
化
の
各
セ
ン
タ
ー

※
市
民
課
駅
前
連
絡
所
は
８
月
９

日
（
土
）
、　

日
（
日
）
も
開
所

１０

時
間
中
は
配
布
を
行
い
ま
す
。　
１０

日
（
日
）
に
開
庁
す
る
市
民
セ
ン

剪
   

定
枝
は

せ
ん「

資
源
」
に
生
ま
れ

変
わ
り
ま
す

集
積
所
に

　
　

お
出
し
下
さ
い

【
剪
定
枝
の
出
し
方
】

　

月
２
回
の
収
集
で
す
。
収
集
日

の
午
前
８
時　

分
ま
で
に
集
積
所

３０

に
出
し
て
下
さ
い
。
収
集
日
は
下

表
を
ご
覧
下
さ
い
。

　

出
せ
る
束
数
に
制
限
は
あ
り
ま

せ
ん
。
通
行
の
支
障
に
な
ら
な
い

範
囲
で
お
願
い
し
ま
す
。

【
剪
定
枝
と
し
て
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
】

○
キ
ョ
ウ
チ
ク
ト
ウ
、
あ
せ
び
、

う
る
し
な
ど
の
毒
の
あ
る
樹
木

○
シ
ュ
ロ
の
木
、
竹
、
笹
、
篠
、

ツ
ル
な
ど
堆
肥
に
適
さ
な
い
も
の

○
草
花
、
雑
草
、
樹
木
の
根
、
剪

定
く
ず

※
剪
定
枝
以
外
の
も
の
は
、
戸
別

収
集
と
な
り
「
燃
や
せ
る
ご
み
」

の
日
に　

リ
ッ
ト
ル
ま
で
の
大
き

４５

さ
の
透
明
ま
た
は
半
透
明
の
袋

（
指
定
収
集
袋
以
外
）
で
、
２
袋

ま
で
無
料
で
出
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

袋
で
出
す
こ
と
が
困
難
な
も
の

は
、
ひ
も
で
束
ね
て
、
２
束
ま
で

出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

□問
 

剪
定
枝
の
資
源
化
に
関
す
る
こ

と
＝
ご
み
減
量
課
11
７
９
７
・
０

５
３
０
、
剪
定
枝
の
収
集
に
関
す

る
こ
と
＝
清
掃
事
務
所
11
７
９
７

・
７
１
１
１
、
剪
定
枝
の
搬
入
等

に
関
す
る
こ
と
＝
町
田
市
剪
定
枝

資
源
化
セ
ン
タ
ー
（
小
野
路
町
３

３
３
２
番
地
）
11
７
０
８
・
４
７

７
２

都

営

住

宅

入
居
者
の
募
集

タ
ー
も
同
様
で
す
。

※
⑤
の
事
業
再
建
者
向
定
期
使
用

住
宅
募
集
案
内
は
、
住
宅
課
の
み

で
配
布
し
ま
す
。

※
す
べ
て
の
募
集
の
申
込
書
等
は

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
.to

‐k
o

u
sy
a
.o
r.jp
/

）
か
ら
募
集
期
間

中
に
限
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

○
応
募　

郵
送
で
、
８
月　

日
ま

１８

で
に
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
に
届
い

た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

□問
 

（
募
集
期
間
中
の
み
）
Ｊ
Ｋ
Ｋ

東
京
（
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
）

募
集
セ
ン
タ
ー
都
営
募
集
課
11
０

５
７
０
・
０
１
０
８
１
０
（
市
外

局
番　

は
不
要
）
、
町
田
市
住
宅

０３

　

相
模
原
・
町
田
大
学
地
域
コ
ン

ソ
ー
シ
ア
ム
で
は
、
設
立
一
周
年

を
記
念
し
て
、
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

が
よ
り
身
近
で
親
し
み
や
す
い
存

在
と
な
る
よ
う
に
、
ロ
ゴ
デ
ザ
イ

ン
（
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
も
可
）

を
募
集
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
相
模
原
・
町
田
大

学
地
域
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
、
町
田
市
・
相

模
原
市
内
公
共
施
設
（
各
セ
ン
タ

ー
、
公
民
館
な
ど
）
に
置
い
て
あ

る
チ
ラ
シ
を
ご
覧
下
さ
い
。

○
応
募
・
問
い
合
わ
せ　

相
模
原

・
町
田
大
学
地
域
コ
ン
ソ
ー
シ
ア

ム
（
〒　

－

８
５
３
３
、
相
模
原

２２８

市
文
京
２－

１－

１
（
相
模
女
子

大
学
内
）
、
11
７
０
３
・
８
５
３

相
模
原
・
町
田
大
学
地
域
コ
ン
ソ

ー
シ
ア
ム

「
ロ
ゴ
デ
ザ
イ
ン
」
募
集

【
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
に
つ
い
て
】

　

医
療
機
関
へ
入
院
し
た
と
き

に
、
こ
の
認
定
証
を
提
示
す
る

と
、
入
院
時
一
部
負
担
金
と
食
事

の
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
（
右

下
表
参
照
）
。

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
と
と
も

に
、
認
定
証
が
必
要
な
方
は
申
請

し
て
下
さ
い
。

１　

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課

税
の
方
（
区
分
Ⅱ
に
な
り
ま
す
）。

２　

住
民
税
非
課
税
の
方
で
、
本

人
及
び
世
帯
員
全
員
の
収
入
か
ら

必
要
経
費
（
年
金
控
除
に
つ
い
て

は　

万
円
）
を
差
し
引
い
た
と
き

８０
に
各
所
得
が
０
円
と
な
る
方
（
区

分
Ⅰ
に
な
り
ま
す
）
。

※
療
養
病
床
へ
の
入
院
で
は
、
食

費
の
他
に
居
住
費
を
請
求
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
認
定
証
の
交
付
に
は
申
請
が
必

要
に
な
り
、
申
請
の
あ
っ
た
月
の

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

お
持
ち
で
住
民
税
非
課
税
の
方
は

減
額
認
定
の
申
請
を

１
日
か
ら
該
当
に
な
り
ま
す
。

※
な
お
、
更
新
手
続
き
を
さ
れ
た

方
に
は
、
８
月
１
日
以
降
有
効
の

認
定
証
を
７
月
中
に
お
送
り
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
下
さ
い
。

　

申
請
方
法
と
詳
細
に
つ
い
て
の

お
問
い
合
わ
せ
は
保
険
年
金
課

（
11
７
２
４
・
２
１
４
４
）
へ
。

１か月の自己負担限度額（１割）

食　事（１食）入　院外　来区　分

２６０円４４，４００円１２，０００円一　般

２１０円（９０日※まで）
１６０円（９１日※以上）２４，６００円

８，０００円
区分Ⅱ住民税

非課税
世帯 １００円１５，０００円区分Ⅰ

※過去１年間の入院日数

【
２
０
０
９
年
度
実
施
予
定
分
】

　

市
民
に
安
全
で
新
鮮
な
農
畜
産

物
を
提
供
す
る
た
め
に
、
経
営
を

改
善
・
合
理
化
し
、
農
業
経
営
の

確
立
を
目
指
す
事
業
に
対
し
て
補

助
を
行
い
ま
す
。

○
対
象　

５
年
以
上
農
業
を
続
け

る
意
思
の
あ
る
市
内
の
農
家
、
ま

た
は
農
家
３
人
以
上
が
参
加
す
る

農
業
法
人
・
営
農
集
団
で
あ
り
、

か
つ
左
表
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

○
対
象
事
業　

事
業
の
総
額
が　
３０

万
円
以
上
の
も
の

○
交
付
額　

認
定
農
業
者
・
農
業

法
人
・
営
農
集
団
＝
経
費
の
２
分

の
１
（
１
５
０
万
円
限
度
）
、
そ

の
他
の
農
家
＝
３
分
の
１
（
１
０

０
万
円
限
度
）

○
申
し
込
み　

申
請
書
（
農
業
振

興
課
・
Ｊ
Ａ
各
支
店
に
あ
り
ま

す
）
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
８

月　

日
ま
で
に
直
接
ま
た
は
郵
送

３１
で
農
業
振
興
課
（
〒　

－

０
０
２

１９４

２
、
森
野
１－

　

－

　

、
11
７
２

３３

１０

４
・
２
１
６
６
）
へ
。

※
２
０
０
７
年
度
、
２
０
０
８
年

度
で
既
に
補
助
金
限
度
額
を
受
け

ら
れ
て
い
る
方
は
申
請
で
き
ま
せ

ん
。 農

業
振
興
事
業
補
助
金

　

国
民
健
康
保
険
・
長
寿
医
療
に

つ
い
て
の
日
曜
相
談
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。

○
開
設
日
時　

８
月　

日
（
日
）

１０

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

○
場
所　

保
険
年
金
課
（
市
役
所

本
庁
舎
４
階
）

○
内
容　

国
民
健
康
保
険
税
・
長

寿
医
療
の
保
険
料
の
お
支
払
い
及

び
納
付
相
談
、
国
民
健
康
保
険
の

加
入
・
脱
退
手
続
き

※
国
民
健
康
保
険
の
給
付
金
の
申

請
・
長
寿
医
療
の
保
険
証
発
行
及

び
給
付
金
の
申
請
は
で
き
ま
せ

ん
。

□問
 

保
険
年
金
課
納
付
係
11
７
２
４

・
２
１
２
５
、
保
険
加
入
係
11
７

２
４
・
２
１
２
４

国
民
健
康
保
険
・
長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）

日
曜
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

収集日町　名地区
番号

毎月１・３
金曜日

玉川学園１～８丁目・忠
生１～４丁目・金森Ａ

１番
地区

毎月２・４
金曜日

高ケ坂・常盤町・三輪町
・町田木曽住宅・金森Ｂ

２番
地区

毎月１・３
火曜日

金井町・金井１～８丁目
・三輪緑山１～４丁目・
矢部町・金森Ｃ・都営金
森第８アパート

３番
地区

毎月２・４
火曜日

木曽住宅・原町田１～６
丁目・南成瀬１～８丁目
・山崎町・金森１丁目

４番
地区

毎月１・３
土曜日

成瀬・成瀬１～３丁目・
野津田町・藤の台団地・
鶴間Ａ

５番
地区

毎月２・４
土曜日

鶴川団地・広袴町・広袴
１～４丁目・本町田・本
町田住宅・鶴間Ｂ・鶴間
１～３丁目

６番
地区

毎月１・３
水曜日

木曽町・都営木曽森野第１
アパート・真光寺町・真光
寺１～３丁目・下小山田町
・薬師台１～３丁目・木曽
西１～５丁目・木曽東１～
４丁目・鶴間Ｃ

７番
地区

【剪定枝の収集日程表】（２００８年８月～９月）

収集日町　名地区
番号

毎月２・４
水曜日

東玉川学園１～４丁目・森
野１～６丁目・都営木曽森
野第２アパート・大蔵町・
小山田桜台１・２丁目・つ
くし野１～４丁目

８番
地区

毎月１・３
月曜日

相原町・図師町・根岸町
・小川１～３丁目

９番
地区

毎月２・４
月曜日

小山町・上小山田町・中
町１～４丁目・小川・小
川４丁目

１０番
地区

毎月１・３
木曜日

旭町１～３丁目・小野路
町・能ケ谷町・南大谷・
南つくし野１～４丁目

１１番
地区

毎月２・４
木曜日

境川住宅・鶴川１～６丁目
・成瀬台１～４丁目・山崎
団地・成瀬が丘１～３丁目

１２番
地区

９月８月
小山ヶ丘１～６丁目１３番

地区 １３
２７

２
１６

毎月２・４水曜日小山田桜台
特別
指定
団体

毎月２・４水曜日公社森野住宅
毎月２・４火曜日シーアイハイツ
毎月１・３月曜日都営武蔵岡住宅

５
、
6
７
０
３
・
８
５
３
６
、

h
ttp
:/
/
w
w
w
.jo
u
h
o
u
.o
rg

、

Ｅ
メ
ー
ルin

fo@
jou
h
ou
.org

）

□問
 

企
画
調
整
課
11
７
２
４
・
２
１

０
３

開
催
中
止
の
お
知
ら
せ

　

次
の
都
市
計
画
公
聴
会
の

開
催
中
止
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

○
対
象
計
画
案　

都
市
再
開

発
の
方
針
、
住
宅
市
街
地
の

開
発
整
備
の
方
針

○
対
象
区
域　

町
田
都
市
計

画
区
域
等

○
日
時　

８
月
７
日
午
前　
１０

時
か
ら

○
会
場　

調
布
市
文
化
会
館

た
づ
く
り

※
詳
細
は
東
京
都
都
市
計
画

課
（
11　

・
５
３
８
８
・
３

０３

２
２
５
）
へ
。

□問
 

都
市
計
画
課
11
７
０
９
・

０
５
６
４
、
住
宅
課
11
７
０

９
・
０
５
７
９

６０
㎝以
内

㎝以
内�

６０
㎝以
内�

１本の太さ�
（直径１０㎝以内）�

３０㎝
以
内

㎝
以
内
�

３０㎝
以
内
�

�

�
枝木は図のようにひもで束
ねて下さい。�

農業振興補助金条件表
５頭以上飼育牛または馬

１０頭以上飼育豚

５００羽以上飼育鶏

５００本以上栽培ホダ木

２００㎡以上設置ハウス

２０a以上耕作田畑

１０a以上耕作生産緑地

８月は「道路ふれあい月間」

８月１０日は「道の日」です

□問 道路管理課11７２４・１１５１

『ようこそと
きれいな道で　おもてなし』

都
市
計
画
公
聴
会
の


